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年
七
月
下
句
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洲
外
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係
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し
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ひ
で
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請
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の
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に
於
け
る
平
和
的

狀
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の
斷
絕

す
る

や
、之

^

相
前
後
し
て
偸
敦
金
融

市
*

は
恐
慌
の

製
ぅ

所
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爲
ん
名

狀

す

可

•
か

&
 

さ
る
.
混
亂
に
接
し
た
办
。偷
敦
市
場
が
恐
慌
に
襲
は
れ
た
る
實
例
を
求
め
ん
か
、殆
ど
枚
擧
に
遑 

?

ら
す
然

.
も
政
府
は
恐
賞
に
對
し
て
多
ぐ
超
然
れ
る
態
度
に
出
で
、敢
て
政
府
の
權
，力を
以
て 

之
を
鎭
腿
し
、又
恐
條
の
慘
寄
を
蒙

&

ん
ヒ
..す
る
潜

を
救
：濟

ず
，る
：こ
ど
を

敢
て
せ

す
。
之
を
自
然 

の
狀
勢
の
赴
く
所
に
任

I

ろ
恐
條
の
際

R

當
業
者
の

間
k

行
は
る
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自
然
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.
汰
を
，以
て
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濟
祉
龠
に
有
利

.
な
.
る
.
.も
の

)

ビ
し
た
る

が

如
し
？

も
_

條
杞
臨
ん
ー
ー
で
、政
府
が

3 1
:

救
濟
に
^
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干
渉
を

試
み

た
^
も
.の
あ
、う
ミ
す
れ
ば
、行

政

部
の
責
任
を
以
て
、奥
蘭
鈒
行
絛
例
を
■中
止
し
た

る
の
.1

擧
ぁ
‘

る
の
み
。然
も
此
場
合
に
於
て
も
、英

.蘭
銀
，行
が
條
例
の
.效
力
の
中
止
せ
ら
れ
お
る 

こ
ビ
R

依
て
、保
證
準
備
の
法
定
制
限
以
上
に
紙
幣
を
發
行
し
，以
て
市
場
救
.濟
の
任
務
に
當
る 

も
の
に
し
て
、政
府
は
，之
k

.

就
て
■
何
等
金
餞
上
の
負

.
擔
を
h
負
は
中
、國
庫
收
支
；の
：關
.
係
ょ

^v

云
は
：
 

ん
か
、政
府
は
英
蘭
銀
行
が
保
證
準
憚
法
定
制
限
額
以
上
に
發
行
し
た
る

.

紙
幣
の
.運
用
に
依
て 

得
た
る
.利
益
を
徵
收
す
る
の
結
果
英
蘭
銀
行
を
し
て
恐
懢
を
救
濟
す
る
の
任
務
を
行
は
し
め 

な
が

&

、他
の
一

)

面
に
於
て
多
少
の
收
入
を
收
む
る
を

#

た

P
.
0
し
て
斯
る
英
蘭
銀
行
の
市
場

. 

救
濟
.
策
も
千
八
亩
六
十
六
年
の
恐
璐
ゼ
於
て
行

は

れ
た
る
を
最
後
ず

」

.

し
、爾
後
の

.

恐
S

於
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は
、政
府
ど
市
場

S

は
全
然
赇
隔
し
、前
潜

«

後
者
に
對
し
そ
何
等

.
の
方
策
を
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_

せ
ず
、後
考
亦
前 

潜
に
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し
て
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然
獨
立
し
、
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く
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府
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金
融
市
場
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時
に
於
け
る
金
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市
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に
、
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等
の
脈
絡
を
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す
る
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す
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の
.
原
則
を
以
て
、目
せ
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る
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然
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濟
上
の
政
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は
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に
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を
测
る
可
か
ら
す
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年
八
月
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洲
開
戰
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前
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て、偷
敦
市
場
の
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慌
驮
態
に
陷
る
や
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國
政
府
の
之
に
處
す
る
方
針
は
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ど
其
趣
を
興
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し
、政
府
自
ら
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面
の
救
濟
を
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し
た
る
は
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庫
に
於
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濟
の
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用
を
負
擔
し
.たる
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^

に
政
府
が
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目
的
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以
て
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し
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乙
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行
休
日
の
延
長
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千

九

西
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四
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；八

月
1

1

1日
の
布
吿
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'
據
る
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.

パ
二
、：：
小
額
面
政
府
、紙
幣
：の
發
_
行
.
宇
九
，亩
十

㈣

年
八
月
六
日
通
貨
銀
行
紙
幣
法
並
に
同
年
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二
十
八
日
通
貨
銀
行
紙
幣
法
修
正
法
に
據

.る)

。
.

三
爲
替
手
形
支
拂
並

‘に

】

般
債
務
支
拂
に
關
す
る
猶
豫
法
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干
九
宵
十
四
年
八
月
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日
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W
令

三
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令
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三
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の
支
郇
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六
日
の
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】

般
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二
日
の
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ニ
；
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j
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勑
令
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二
日
六
日
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に
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1
1

日
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勅
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を
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す
る
九
月

〗

日
の
勑
令
、九
月
三
日
の
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1
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一般
勅
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、九
月
コ
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十
日
の
最
終
勅
令
等

R
據
る)
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'
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裁
剑
所
非
常
權
限
法
。

(

千
九

|-
1

十
四
年
八
月
三
十

1
:

日
裁
判
所
非
常
權
限
法
、九
弓
卜
ヒ

日
の
裁
剑
所
非
常
權
限
令
、九
月
八
日
の
裁
判
所
非
常
權
限
規
則
、其
他

大
法
官
の
發
し
れ 

る
賭
命
令
に
據
る

。

)

、
、

$

、
英
蘭
銀
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f

正
貨
準
備
在
外
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预
託
制
度

^

千
'
九
审
十
四
年
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月
十
二

0
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。
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千
九
百
十
四
年
八
月
四
日
以
前
引
受
の
手
形

K

對
す

.る
資
.金
融
通
法
。

(

千
九
亩
十
四
年 

八
月
十
一
1
.-'
1
3英
蘭
銀
行
宛
大
藏
大
臣
の
通
牒

¥

九
西
十
四
年
八
月
ニ
十
七
！

2

英
蘭
龈
行 

宛
大
藏
省
の
通
牒
、同
日

.大
藏
省
宛
英
蘭
餵
行

0

答
中
書
等
に
據
る

)

。

七
、

手
形
引
受
業
者
に

.對
す
る
援
助
。

(

千
.
九
百
十
四
年
九
月
五
日
新
聞
紙
を
通
じ
て
、公
表
せ 

ら
れ
た
る
英
蘭
銀
行
の
營
業
方
針
說
明
に
據
る
、

，

.

八
、

外

.國
賀
易
業

*

に
對
す
る
援
助
。

(

千
九
百
十
四
年
ナ
一

月

三
日

【

新
聞
紙
を
通
じ
て
、公
表 

せ
ら
れ
れ
る
大
藏
省
の
方
針
說
明
、千
九
百
十
四
年
十
一
月
六
日
大
藏
省
の
公
表
し
た
る 

注
意
書
¥
九
西
十
四
年
十
一
月
十
六
日
新
聞
紙
を
通
じ
て
、外
國
貿
易
債
務
委
員
會
の
公 

表
し
た
る
方
針
に
據
る
。

}

以
上
の
諸
方
策
に
就
て
、之
を
見
る
に
、第

1

、第
三
、第
四
、第
五
項
の
如
き
は
、政
府
に
何
等
金
鱗 

土
の
負
擔
を
加
ふ
る
も
の
に
非
ず
、第
ニ
項
の
如
き
は
政
府
が
英
蘭
銀
行
を
通
じ
て
、紙
幣
を
發 

行
し
、英
蘭
銀
行
の
公
定
利
率

S

同

〗

步
合
の
利
子
を
徵
し
て
、銀
：行
其
他
の
機
關

R

貸
#
. く

る 

R

於
て
は
政
府
に
收
入
を
與
ふ

る

の
原
因
今
爲
る
可
し
。又
第

.七
項
に
揭
げ
れ
る
手
形
引
受
業 

者
に
對
す
る
金
融
上
の
援
助
は
英
蘭
銀
行

I

，筒
の
，
.
責
任
を
以
て
，行

は

る
>

i

の
に
し
て
、政
；府

第
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け
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種
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囊
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it

何
等
の
負
爝
を
加
ふ
る

^

至
&

ず
ビ
雖
も
、第
六
項
並
に
第
八
項
の
方

'策
R

至
つ
て
は
、自

6
 

之

.̂

異
な

P
O
0
穴
項
の
取
引
祀
依
て
、英
蘭
銀
行
の
蒙
れ
る
損
失

^

對
し
て
は
、政
府

-̂

於
て

1® 

.償

.の

.貴
を
負
う
ど
共

R

、第
八
項
の
規
宠
に
據
久
外
國
に
債

*

を
有
し
、之
を
囘
悅
す
る
能
は
ざ 

も
賀
易
業
潜
が
新
に
手
形
を
振
出
し
、取
引
銀
行
が
此
手
形
を
割

.引
し
て
損
失
を
聚
れ
る
€
き 

に
は

.政
府
は
其
損
失
額
の
七
割
五
分
を
賠
償
す
る

0

責
任
を
負
う
も
の
な

6

«f
f

る
實

f

の
負 

檐
に
依
て
結
局
政
府
が
幾
何
の
支
出
を
爲
す
に
至
る
や
は
、戰

爭
終
了
後
一

筒
年
を
經
過
す
る 

R

非
ざ
れ
ば
之
を
知
る
能
は
ず

S

雖
も
、從
來
恐
條
に
對
し
て
超
然

^

る
*

度
を
持
し
た
る
英 

國
政
府
が
興
救
濟
に
就
て
、財
政
上
の
負
擔
を
辭
せ
ざ
.る
の
新
例
を
關
き
お
る

.
は
、破
天
常
の
事 

實

、に
し
て
、又

以

て

當

時

の

恐

條

が

對

外

：的
關
係
に
起
因
し
、金
融
當
業
者
.
の
獨
カ
若
し
く
は
當 

集
者
間
の
協
力
の
み
を
以
て
し
て
'其
雛
に
應
ず
る
能
は
ざ
る
も
の
な

う

し

こ

S

を
證
明
す
る 

の
資
料

^

す
る
を
得

.べ
し
。

•
 

Z

上

記

諸

種

の

救

濟

策

の

行

は

る

、
や
.、偷

敦

金

融

市

場

は

戰

爭

の

爲

め

に

、〗

诗
殺
到
し
た
る

恐
慌
の
狀
能
を
脫
出
す
る

«£

典
に
、資
金
を
要
す
る
潘
は

.

或
る
程
度
ま
で
、典
供
給
を
受
け
、偾
務

.

.

.

突
拂
の
地
位

k

居
り
て
、支
娜
能
カ

.

に
缺
く
る
考
は
，

1

時
支
拂
の
猶
豫
を
受
け
れ
る

1

方
に
、1 

時
內
外
雨
方
面
よ

h

正
貨
を
取
付
け
ら

•
れ
た
る
英
蘭
銀
行
は
漸
く

其
.：

取
付
を
免
か

れ
、_
X

疋 

貨
を
外
國
よ

A

吸
收
し
て
班
貨
準
備
を

M
墦
加
レ
、韓

矮
!

、■

送
に
伴
ぅ
危
險
等
の
爲
め
に
^
货 

を
■
內
國
に
齋
す
を
得
ざ
る
場
合
杞
は
、之
を
加
奈
陀

®

r

ォ
ッ

タ

ヮ
_

し
く
は
南
亜
非
利
加

?
\ 

ネ
ス
ブ
ル
ダ

J

R

預
託
し
て
、以
て
正
貨
準
備
に
計
算
す
る
を
得
、市
中
銀
行
は
政
府

.
紙
幣
を
支

#
 

難
備
金
は
充

'

て、又
疋
貨
準
備
の
增
加
'に
依
て
增
發
せ
ら
る

V

英
蘭
銀
行
紙
幣
を
容
易
に
支
挪 

準
備
金
に
败
收
す
る
を
得
で
、其
營
業
の
銮
礎
に
蒙
ら
ん

v
j

し
た
る
打
擊
を
免
，か
る
、
に

3>
れ 

6

。英
蘭
銀
行
が
昨
年
七
月

H

十
日
よ
ぅ
八
月

1

日
に
至
る
間
三
囘
の
改
芷
に
依
て
、三
分
よ

&
 

1

割
の
高
き
に
，

.
上
ら
し
め
た
る

'
銀
行
の
公
定
利

'
率
を

/\
.

月
六
日
に
、六
分
に

.
同
八
日
に
五
分

^
 

引
下
げ
、ル

r

、0'
.
:
に
至
”る
ま
で
脚
利
率
を
，持

縝

し

つ

、
あ

る

J
,

方
に
、市
中
銀
行
、の
利
率
茆
著
し
く 

低
落
し
、單
に
金
利
步
合
の
一
點
よ

i

云
.ふ

S

き
は
、彼
の
細
き
大
戦
樂
の
繼
續
し
：て
行
は
れ
つ 

>1

而
に
於
で
、金
融
緩
、

®

の
#

相
を
，現
出
し
つ
.

、
办
’

る
が
如
.
.き
、又
.
英

蘭

銀

行
0

正
貨
準
備
は
，
 

昨
年
恐
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時
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行
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急
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：
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疋
貨
を
吸
收
し
た
，る
爲
め
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0 
R
 

M 
T

は
、他
日
を
以
て 

之
を
論

t

可
し
。其

M

因
0

如
f

問
は
S

.事
 

<
ム
債
の
市
價

S

 

0

如
i

含
市
場
の
變 

調
#
記
の
如
く
爲

.
る
以
上

«

、英
國
が
新
に
公
債
を

.
發
行
す

る
に

當
▲

、不
利
の
條
件
を
忍
ば
'ざ
 

る
.

可
か
ら
ざ
る
は
、略
ぼ
世
人
の
想
像
レ
た
る
所
な
ぅ
し
が
如
く
、而

し
て

此
.想
像
は
事

實
に
的 

中
す
る
に
至
れ

.

^

英
國

.が
六
月
下
旬
發
行
し
た
る
第
土
囘
軍
事
公

.
債
に

'關
す
る
條
件

R

就
て
は
、其
委

A

を

出 

る
能
は
中
唯
各
秤
の
银
遨
を
綜
合
し

て
、
推
察
す
る
妃
此
公
債
の
發
行
に
就
て
政
府
が
波
€
嘴 

の
新
例
を

開
き
、
以
て
慕
偾
を
容
易
な

&

し
む

る
こ

ど
を
期
し
た
る
の

事
實
は
之
を

蔽
ふ
能
は 

中
今
新
公
債
の
條
件
中
特

^

注
自
す
可
き
も
の
を

列
記
す
れ
ば

お
の
旧
し
，

4

新
公
潰

‘
は
發
行
額
を
豫

宛

せ
ず
、一

に
a

間

の
應
寡

R

K

ら
し
む
。

.

ニ
、

新
公
債
の
利
库
は
四
分
五
厘
ビ
す
。

 

.

i
m

應
_

最
低
.
額
を
首
破
ど
す

.
る
も
、郵

.
便
局

.
は
：.額
面

2£

並
に
主
十

_五
#

2)
瞪
券
を
後
行
し

且
つ
郵
概
局
は
應
募
潘
ょ

i

每
向
五
志
の
挪
込
を
受
け
、之
に
對
し
て
領
收
證

.を
與
へ

.
、
W
 

五
：破

^

達
す
る
時
を
以
て
證
券
を
：下
付
す
。：

四
、
.
第
：1

囘
軍
事
公
債
所
有
者
は
現
金
を
以
て
新
公
債
を
靡
募
し
た
る
ど
同

1

金
額
ま
で 

第

1

同
軍
事
公
債
を
以
て
其
發
行
價
格
に
據

i

乘
換
應
募
す
る
を

^

五
、
新
ぬ
債
應

S

は
瑰
金
を
以
て
、應
募
し
れ
る
高
の
半
額
を
限

U

.

ソ
ル

」

公
債
を
以 

て
應
募
す
る
を
得
べ
ぐ
其
場
合
に
於
て

は

、

一，コ
シ
ソ

ご
公
債
の
七
十
五
磅
を
以

て
、新
公
債 

.
の
五
十
職
に
引
換
ふ
る
も
の

^

す
。
.

以
上
の
諸
條
項
を
通
覽
す
る

^

&

は

|

方
に
英
國
政
府
が
新
公
債
の
應
.募
成
績
を
良
好
な

し
む
る
爲
め
に
用
意
す
る
所
の
後
か
ら
ざ

h

し
を
知
る

w

共
に
、英
國
戰
時
財
政
の
運
用
漸

%

困
雛
せ
爲

6

、戰
牵
の

久

し
き
に
苴
る
に
隨
，

ひ
、
.紫
を
將
來
の
財
政
に
及
ぼ
す
も
の
少
な
か
ら 

る
こ

^

?

を
推
す

^

難
.か
ら
す
。

第
.

r
.
:
,

英
國
に
於
て
は
十
九
世
紀
：の
初
期
ま

で
、何
.ほ
五
分
以
上
利
付
の
公
債
の
殘
存
す
る 

.の
を
見
た

ふ
S

雖
も
、千
八
莨
一

.
ー
十
ニ
年
以
來
十

»

年
間
，に
宜

P 
.て

行

は
れ
た
る
借
換
針
畫 

下
に
：何

れ

も

四

分

紀

借

換

ち

れ

、興

後

に

於

，て
は
、三

分

五

厘

乃

茔
2

办
を
以
て
、公
慎
刺
子
の

婼

九

餘

(

A

i

e
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後
の
偷
敦
鑫
市
場
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於
け
高
々

§
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够
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铖

g
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m

M

率
ば

I

X

西
八
十
八
年
以
後

ド

於

て

は

一

一

分.七
厘
五
毛
を
以
て
，̂
九
百
三
年
以
後
に
於

て
は

3

分
2

厘
を
以
て
：其

®

率
S

す
る

£ 
$

世

人

の

知

备

所

の

如

し

^
.&
ば

新

公

晴

が

四

分

五
厘
を

.
以

K
其
利
子

S

す
る

«

、即
沱
英
國
財
政
の
信
用
程
度
を
し
で
數
十
年
の
以
前

R

逆
行

せ
し
め
た
る
も
の

$

す
可
く
フ
コ
ン
ソ
ル

j

公
慎
若
し
く
は
第
一
囘
跟
事
公
債

.
の
市
價
ょ
$
云
ふ

^

き
は
、斯
る
事
實
亦
已

If

を
得
ず

^

す
る
ぢ
其
影
響
に
至
つ
て
は
、之
を
輕
視
す
可
か
&
ざ
る 

な
.
-
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N
®
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:
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第

1
.
1

公
偵
の
發
行
額
を
無
制
限

^

し
、
.

R

鹰
鐵
の
多

*

を
應
募
潘
の
意
思

^

據
ら
し
む 

る
は
_

に

大

藏

省

證

券

の

發

行
^

適

用

せ
S

れ
た
る
所
を
準
用
し
た
る
も
の

^

見
る
可

く

、

之 

に
‘
依
.て
發
行
額
を

.
一.
®

し
た
る
場
合

^

萬

一
應
.凝

額
が
之
を
充
す
に
足

£

ず
し
て
、爲
め
に

W

 

政
上
の
失

*

を
暴
露
す
る
の
掛
念
を
絕
ち
.、同
時
に
時
々

の

金
融
.
市
場
の
狀
況
に
應
じ
て
、發

T
 

價
袼
を
高
低
せ
し
む

.

る
の
便
を
得
る
の
用
意

^

外
な
&.ざ

^

可
し
，

第

三

英

國

の

公

.債
は
登
錄
の
：形

式

^
.

據
'

.̂
も
の
.
' 
を
以
て
、本.則

す

。今
囘

；0

堪
事

.公
«
に 

於
て
宵
碗
を
應
募
最
低
額
ぬ
し
作
る

.
は
、即
ち
举
錄
公
債
の
主
美
を
實
徹
す
る
の
必
喪
に
出
で 

た
る
も
の
多

認

む
可
し
减
も
登
錄
公
債
の
，
虫
義
.
0

下

に

應

慕
®

德

額

を

比

轔

的

高

度

こ

置
く

ビ

き
は
'
中
流
以
下
の
資
產
家
又
は
零
碎
な
る
貯
蓄
金
を
有
す
る

*

を
し
て
、公
債
に
應
慕
せ
し 

む
る
能
は
ぎ
る
を
以
そ
、寒
嫌

.矣
債
の
外
に
相
當

.額
面
の
公
僙

®

書
を
發
行
し
以
て
公
债

]®
0 

11
5

域
の
病
張
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期
す
る
の
必
喪

t

t

從
來
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部

R

於
て
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張
せ
ち
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所
謂
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要

.求
す
る
も

0

0
ち
'
是
れ
な

&

◊

帷
社
#
麥 

數
の
人
士
が
此
說

.を
容
れ
す
、

.政
府
亦
之
を
採
用
す
る
に
、

_

»

し
^

る
は
、薄
資
者
を
し
て
國

«

 

の
偾
權
者

'た
&

む
む
る
の

.

不
合

a

な
■
る
'
ち
薄
.
資
者
の
公
債
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有

が

，公
債
.價
袼
の
劇
變
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'起 

す
の
原

;0
#

る
ヒ
±

箇
0

反
對
論
の
有
力
な

'
も
し
が

.故

.な

ん

然

も

，今

调0

如
き
大
观
•
に
臨 

み
蛾
時
財

.
政
'
を
'
維
，持
す

'
る
の
急
要
忙
追
ら
る
、
や
、斯
る
反

*

濰
は
，直
に
消
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滅
.
し

、

政
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府

を

.
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て
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面
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^

磅
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證
券
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钜
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し
む
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の
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'

す
、萸
紀
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級
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資
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#

#

金
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收

す
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_
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‘
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.
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•
介
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.
公
：債
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>
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如
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し
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糖
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し
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f
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.
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&
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政
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市
勘
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け
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麵
々
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戀
滕
策
八
-M

四
M
 

公
債

^

«1

換
應
慕
す
る

こ
^

令
^

め
乘
換

M

M

女
爲
す
*
は
其
條
件
ビ

.し

て
、新
公
債
に
對
し
，
 

11

乘
：換
靡
慕

ビ

同
額
'

の

現

金

應

.募

を

爲

さ
い

る

可
か
ら
ざ
る
こ
ビ

、

し

た

る

は

、即.
ち
，新
公
沒 

の
應
慕
を
動
獎
す
る
の
趣
意
に
出
で
た
る
も

.

の
ビ
.
す
可
し
。第

1

囘
軍
事
公
債
の
市
價
を
九
十 

妈
磅
十
六
分
の
九
ど
す
れ
ば
、利

®

は
三
：
分

七
厘
餘
に
過
ぎ
中
、

此

公
債
を

以

て

四

分

五
厘
叫

付
‘ 

の
新
公
債
.に
乘
換
ふ
る

S

き
は
、假
令
ひ
.發
行
價
格
に
依
て
新
公
債
を

交

付

せ
&

る

、
も
、
*1

華 

潜
に
大
な
る
利
益
を
與
ふ
可
く

T
n
,

ン
ソ
ル

」

公
債
所
有
者
に
對
し
て
は
、其
七
十
五
磅
を
以
て
、新

. 

么
債
の
五
十

#

を

交

付
せ

ら

る
V

も
同
じ
く
乘
換
應
慕
を
有
利
な

h

ど

す

可
し
、
是

等

公
1

の 

所

有

者

が

此

利

猛
を
收
む

る

が

爲
め
に
、乘
換
應
慕
を

爲

さ

ん
£

し
、乘
換
應

募

の

必

要

後
件
？ 

し
て

»

.

公
債
に

.
對
す
る
現
金
應
慕
の

.
促
■

せ

ら

る

、
は
、政

府

の

期

す

る
所

な

る

が
如
し
。政
實 

に
し
て
淇
目
的
を
達
せ
ん
か
'新
公
債
は
續
々
應
慕
者
を
得
て
多
額
の
發
行

を

爲

す

に

至

る
可
. 

し
ど
郧
も
、

1

方
に
乘
換

«■

慕
は
從
來
の
低
利
公
債
に
換
ふ
る
に
高
利
の
新
公
債
を
以
て
す
る

. 

も
の
に

し

て
、是
れ
亦
戰
時
財
政
の
必
要
に
驅

&

れ
、現
在
の
利
益
の
爲
め

に
，
尊

谵

を

後

世
^
塒 

す
も

.
の
-

云
は
ざ
る
可
か

S

す
。

歐
洲
戰
爭
は
今
询
ほ
其
道
程
の

.

.半
途
に
居

5

、假
令
ひ
交
戰
餚
國
の
政
治
家
の
豪
語
す
る
如 

く
、ニ
年
三
年
の
永
き
に
亘
ら

.
す
ビ
す
る
も
、其
如
何
な
る
時
を
以
て
終
熄
す
可
き
や
は
、何
人
も

. 

之
を
斷
宛
す
る
能
は
す
、隨
て
今
後
如
何
な
る
事
變
の
經
濟
社
會
に
殺
到
し
て
、世
入
を
驚
か
す 

も
の

6

る
可
き
や
固
ょ

$

豫
测
の
限

.

>

に
非
す

€

雖
も
、今
日
ま
で
の
經
過
に
徵
す
る
に
、英
國 

が
所
謂
財

®c

的
能
力
に
於
て
絕
大
の
權
能
を
發
撣
し
れ
る
の
事
實
は
、之

‘

を
爭
ぅ
可
か
ら

‘
中
。開

’ 

戰
當
時
備
敦
金
融
市
場
を
襲
ひ
れ
る
恐
慌
が
、ニ
三
句
な
ら
ず
し
て
鎭
靜
し
た
る
は
、其

 

一
f
- 

支
拂
猶
豫
法
が
三
箇
月
を
期
し
て
廢
止
せ

&

れ
、1

方
に
英
蘭
銀
行
の
兌
換
制
度
確
實
に
維
持 

せ
ら
れ
、金
貨
の
支
拂
に
何
等
の
支
障
を
吿
げ

ざ

る

は
、

其
一

一
な

i

變
通
貨

v
j

し
て
發
行
せ
ら 

れ
れ
る
政
府
紙
幣
に
對
す
る
兌
換
準
備
頗
る
鞏

©

に
し
て
、戰
後
に
於
け
る
紙
幣
の
囘
收
に
困 

難
を
感
せ
ざ
る
は
其
三
な

h

。開
戰
以

*

巨
■

の
公
债
發
行
せ

&

れ
、其
發
行
募
集
に
相
當
の
成 

績
を
收
め
た
；る
に
加
ふ
る
に
、或

.
る
程
度
の
壻
稅
す

&

行
は
れ
た
る
は
其
四
な
々
。之
を

.
彼
の
_

 

戰
當
時
直
に
兌
換
制
度
を
停

0|
:

し
、不
換
紙
幣
の
發
行
に
依
て
、財
政
の
急
を
支
持
し
つ
、
わ
る
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市
場
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订
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權
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の

變

態

绡

八

铖
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>v

獨
逸
に
比
較
す

る
4
0
じ
く
本
.換

紙
#

を
流
通
狄
付
し
ギ
ぉ

“
に
至
つ
.て
輪
ほ
支
拂
猶
豫
法
を

.
寧
止
す
る
能
は

t -

撻

撕
公
僙

0

如
き
.
永
く
之
を
發

‘
行
す
可

'

き
適
當
の
機

#

■

を
逸
し
た
、る

J

.蘭

西
に
此
被
す
る
も

_

國
0

财
政
，的
能
カ
玟
饞
越
せ
る
所
ぁ
る

.
の
事
實
は
之
を

?？
定
す

.可
か
ら

. 

ざ
る
に
似
た
气
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：

然
れ
■
ど
も

1
；

國
の
能
力
に
は

.
自
ら
限
虔
の
存
す
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